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 本年もよろしくお願いいたします。 

事業団は、今年も元旦から「おもてなしの心」

を大切に頑張っています。 
  

 新年あけましておめでとうございます。 

 本年もよろしくお願いいたします。 

 １月１日、宇治市観光トイレの清掃作業に、

同行いたしました。（右写真参照） 

 団員の皆さんも、宇治への観光客が増えて

いることに対応しようと 1日も欠かさず頑張

っていただいていることに感謝しています。 

 ゴミもトイレ、公園だけでなく年末大掃除

したゴミが各所で放置されており、空き缶な

ども含めて丁寧に回収していただきました。 

白川浜付近の凍結で対応 

この清掃作業の時に、散歩されていた知人

から「今、白川浜付近の橋の上でバイクが転

倒した。幸いけがはなくほっとした。」との情

報を受けて、直ちに現場に直行し、近くにあ

った凍結剤を団員の皆さんが撒いて処理して

いただきました。（右写真参照） 

今年も「おもてなしの心」を大切にする団

員の皆様に支えられて頑張ります。皆様のご

支援、ご協力をお願いいたします。 

      報告 代表理事 梅原 孝 
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年末もちつき大会を 12

月 26 日（土）に早朝から

開催。各職場から 37 名の

皆さんが参加していただ

きました。 

 今回実行委員長を引き受けて

いただいた松浦さんは、前日の買

い出しから当日は 7 時から準備

を開始。途中から娘さんとお孫さ

んまで応援にかけつけていただ

き大奮闘していただきました。 

 また池本さんは、臼どりを見事

な手さばきで最初から最後まで

やっていただき、つき手もみんな

が交替でつき、特に団が日頃から

お世話になっている奥田定雄さ

ん（写真下）も年齢を感じさせな

い見事な姿勢で何臼もついてい

ただきました。 

 丸め手も、餅屋や団子屋の息子さんだった日比

さんや沖野さんなど多数の参加で見事に小餅、あ

ん餅、鏡餅と団員の皆さん全員にお渡しできる大

量の餅ができました。（写真下参照） 

 また中村崇・建交労京都支部執行委員長

や前窪義由紀・府会議員も激励にきていた

だき昼過ぎに無事終了しました。 



 3 

第６回労使協議会 １２月２６日午後に開催 
「近鉄大久保第３駐輪場要望書」「屋外作業冬場対策」「ハロ

ーワーク問題」他で協議  
  
 第６回労使協議会を 12 月 26 日に餅つき大会終了後に実施。事業団より梅原代表理事、玉井理事、

加藤理事、労働組合より中村崇・建交労京都支部執行委員長、山本潔宇治分会長、女坂副分会長、

小林副分会長、木谷分会書記長が参加して開催されました。 

 

「近鉄大久保駅高架下第３駐輪場に関する質問事項及び要望事項」について 

  

会議では、「近鉄大久保駅高架下第３駐輪場に関する質問事項及び要望事項」が山本分会長より文

書提出されました。要望事項の内容は以下のとおりです。 

今回、Ｋサポートから大幅な時間削減を提示してきた。(現行＝全日 25 時間  改定後＝平日 21

時間、土・日・祝日 18 時問) 大久保駅駐輪場で働く団員は、やむなく減収覚悟でしょうたくした。

今後考えられるハローワークの給付停止を含め考えると大幅な減収となる。事業団事務局として、

今後どのような考えで、どうするのか、最低限、市営駐輪場並みの待遇にすべきではないか、人事

交流、人事移動などを実施され、事業団の存在意義である高齢者・貧困者に平等・公平に働く場所

を提供すべきだと思う、（死活問題に係る）これらのことを考慮し、次の質問事項に書面で回答して

いただきたい。 

1、今後もハローワークから被保険者手帳が交付され、給付金ありの場合、2 ヶ月で 26 日の就労が

必要だが、日数不足が発生した場合は、どうするのか。 

2、年末 12 月 28 日以降の勤務はどうするのか｡ 

3、来年 3 月以降、第１、第４駐輪場において、一時預けが廃止となり、第３駐輪場においては、常

に満車状態と成り、満車の看板を出すが、Ｋサボートは承知しているのか。 

4、月極更新については、更新日が前月の月末となり、更新が集中するので、月末は係員の増員は考

えられているのか。 

5、駐輪場の業務が大幅に改正され、お客様から苦情などについては、直接Ｋサポートに云ってもら

うようにするが、Ｋサポートとしては承知されているのか。その際の連絡先等について 

6、朝の整理員 3 時間は、単独で、3 人のローテーションにして欲しい。事業団として何故人事交流

をやり、働きがい、生きがいのある楽しい職場作りをしないのか、将来を含めてどのようにした

いのかお聞かせ願いたい。 以 上 

 
この要望書について、玉井理事から来年度の業務について「１１月末の提示時にも要望している

こともあり、分会の要望事項も踏まえ協議しその結果を受けて分会に回答する。」と答えました。 

 

「屋外作業業務の冬場勤務時間」について 

 

さらに小林書記長から「12 月 18 日に屋外作業業務について冬場は、昨年の 4 時間を 2 時間にし

たいとの提案がされたが、50％カットはきつい。再考願いたい」と要望されました。 

この要望について梅原代表理事から「できるだけフル勤務できる仕事の確保に努めるとともに、

12 月 18 日の説明会議においても出された意見を踏まえ、営業業務を 1 時間プラスしたい」と回答

しました。 

 

１２月２４日（木）ハローワーク宇治への申し入れについても報告 
  

 また 12月 24日（木）午後２時～宇治公共職業安定所所長宛に『「日雇労働被保険者の求職者給付」

継続のお願い』の申し入れを行った。ことについても報告しました。 

 申し入れには、宇治公共職業安定所から杉村俊哉次長が対応、事業団から梅原、加藤、玉井と松
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岡が参加したこと。申入れ内容（主旨掲載）は、『貴職の説明内容を受けて当事業団としても早急に

整理、判断をしたいと考えています。そのために、質問についてご回答いただくとともに当事業団

に対して制度継続できるよう改めてお願いいたします。また現状で改善すべき事項があれば、ご指

摘いただきましたら改善指導に務めさせていただきたいと考えております。 

 制度は、高齢者が夢と希望をもって元気に働く上で重要なものであり、国、府、市や市民、団体

から受注した業務を安くてより良い喜ばれる仕事を提供できるために必要な制度と考えます。雇用

保険法は、失業保険法を踏襲したものであり、失業保険法時代の権利を引き継いだものと理解しま

す。そのために我が事業団が 30年に及ぶ適用事業所として継続判断されてきた事と考えます。 

 以上の事からみて安倍内閣が進められている「一億層活躍社会」の実現からみても現制度の適用

を継続していただく事を強く要望いたします。』 

 

 

 

 

 

 

近鉄小倉西駐輪場で、昨年１２月に１階スロ

ープでねん挫する事故が発生しました。 

 再発防止のために駐輪場管理人で協議し、滑

り止めを張る必要があるという事になりました。

事業団事務局の玉井理事と相談するなかで、管

理人の沖野さんが駐輪場にあった滑り止めを貼

ってみたらかなり効果がある事がわかりました。 

 事業団で必要な量を用意させていただく中で、

沖野さんは専用のドライヤーを持参し大上さん

の協力も得て、きれいに張り付けていただきま

した。 

 利用者の方から「雨の日でも安心して降りら

れる」と大好評です。 

                        

   

   

   

   

   

事務局からのお知らせ 
  

 ご苦労様でした。 

  友松 正之さん（JR 新田駐輪場） 

          2015.12.10 退職 

 近鉄小倉西駐輪場 滑り止め対策を実施 
利用者の方から「安心して降りられる」と大好評です 

 

事務局からのお知らせ 

「日雇労働被保険者の求職者給付」について 

    宇治高齢者事業団説明会を開催します 

 日時 1月 26日（火）、27日（水）午前 10時より 

 場所 宇治市民会館第一会議室他 

 ＊今後の方針を説明します。必ずご出席ください。 


